
改

正

後

改

正

前

（
耕
作
又
は
養
畜
の
業
務
の
た
め
に
必
要
な
農
業

用
施
設
）

（
耕
作
又
は
養
畜
の
業
務
の
た
め
に
必
要
な
農
業

用
施
設
）

第
一
条

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
四
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
農
業
用
施
設
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
四
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
農
業
用
施
設
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

耕
作
又
は
養
畜
の
業
務
を
営
む
者
が
設
置

し
、
及
び
管
理
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設

三

耕
作
又
は
養
畜
の
業
務
を
営
む
者
が
設
置

し
、
及
び
管
理
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設

イ

主
と
し
て
、
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物

又
は
当
該
農
畜
産
物
及
び
当
該
施
設
が
設
置

さ
れ
る
市
町
村
の
区
域
内
若
し
く
は
農
業
振

興
地
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
農
畜
産
物

（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
自
己
の
生
産
す
る

農
畜
産
物
等
」
と
い
う
。）を
原
料
又
は
材
料

と
し
て
使
用
す
る
製
造
又
は
加
工
の
用
に
供

す
る
施
設

イ

主
と
し
て
、
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物

又
は
当
該
農
畜
産
物
及
び
当
該
施
設
が
設
置

さ
れ
る
市
町
村
の
区
域
内
若
し
く
は
農
業
振

興
地
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
農
畜
産
物

（
ロ
に
お
い
て
「
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産

物
等
」
と
い
う
。）を
原
料
又
は
材
料
と
し
て

使
用
す
る
製
造
又
は
加
工
の
用
に
供
す
る
施

設

ロ

主
と
し
て
、
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物

等
又
は
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物
等
を
原

料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
若
し
く

は
加
工
さ
れ
た
も
の
（
ハ
に
お
い
て
「
自
己

の
生
産
す
る
農
畜
産
物
等
加
工
品
」
と
い

う
。）の
販
売
の
用
に
供
す
る
施
設

ロ

主
と
し
て
、
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物

等
又
は
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物
等
を
原

料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
若
し
く

は
加
工
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
用
に
供
す
る

施
設

ハ

主
と
し
て
、
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物

等
若
し
く
は
自
己
の
生
産
す
る
農
畜
産
物
等

加
工
品
又
は
こ
れ
ら
を
材
料
と
し
て
調
理
さ

れ
た
も
の
の
提
供
の
用
に
供
す
る
施
設

（
新
設
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
十
三
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
三
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農
林
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。




